
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年９月９日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第60号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（通勤手当） （通勤手当）

第10条 略 第10条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 前項の規定は、国家公務員（国家公務員退職手当 ５ 前項の規定は、国家公務員（国家公務員退職手当

法（昭和28年法律第182号）第２条に規定する者を 法（昭和28年法律第182号）第２条に規定する者を

いう。）、職員以外の地方公務員又はこれらに準ず いう。）、職員以外の地方公務員又は公庫の予算及

る者として人事委員会規則で定める法人に使用され び決算に関する法律（昭和26年法律第99号）第１条

るもの（以下「国家公務員等」という。）であった に規定する公庫その他これに準ずる法人で人事委員

者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となっ 会規則で定めるものに使用される者（以下「国家公

た者のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員 務員等」という。）であった者から引き続きこの条

で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当するも 例の適用を受ける職員となった者のうち、第１項第

のとして人事委員会規則で定める住居を含む。）か １号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の

らの通勤のため、高速自動車国道等でその利用が人 住居（当該住居に相当するものとして人事委員会規

事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改 則で定める住居を含む。）からの通勤のため、高速

善に相当程度資するものであると認められるものを 自動車国道等でその利用が人事委員会規則で定める

利用し、その利用に係る高速自動車国道等特別料金 基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するも

等を負担することを常例とするもの（任用の事情等 のであると認められるものを利用し、その利用に係

を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。） る高速自動車国道等特別料金等を負担することを常

その他前項の規定による通勤手当を支給される職員 例とするもの（任用の事情等を考慮して人事委員会

との権衡上必要があると認められるものとして人事 規則で定める職員に限る。）その他前項の規定によ

委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出につ る通勤手当を支給される職員との権衡上必要がある

いて準用する。 と認められるものとして人事委員会規則で定める職

員の通勤手当の額の算出について準用する。

６～９ 略 ６～９ 略

附 則

この条例は、平成20年10月１日から施行する。




